
小諸市社会福祉大会表彰者推薦要綱


１　社会福祉事業功労者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式1－1）
（１）民生・児童委員
　　　　民生・児童委員の職にあって、その在職期間が8年以上の者。ただし、特に功労抜群と認められる者については在職期間要件を緩和することができる。
　　　　ただし、国・県・市（市社協を含む）の表彰を受けた者は除く。

（２）福祉団体及びボランティア等　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式1－1）
　　　概ね8年以上にわたり率先して地域福祉活動を行なっている福祉団体または団体員、また社会福祉事業のボランティアとして8年以上率先して活動を行なっている者で、他の模範であると認められる者。ただし特に功労抜群と認められる者については、活動期間要件を緩和することができる。
　　　　ただし、国・県・市（市社協を含む）の表彰を受けた者は除く。

（３）社会福祉施設及び社会福祉団体の職員　　　　　　　　　　　　　　（様式1－2）
　　　社会福祉施設または社会福祉事業関連の職にあって、その在職期間が8年以上の者。ただし、特に功労抜群と認められる者については在職期間要件を緩和することができる。
　　　ただし、国・県・市（市社協を含む）の表彰を受けた者は除く。

２　社会福祉事業協助者及び団体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式2）
　　　社会福祉事業全般にわたり、積極的に協力援助した個人または団体。介護予防地域交流事業の開催・運営、児童会への運営協力、活動の資金支援等、地域の福祉増進に尽力され、その活動が地域住民の模範的活動であった個人またはグループ団体等で福祉活動の期間が2年以上とする。ただし、特に功労抜群と認められる者については活動期間要件を緩和することができる。

３　模範介護者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （様式3）
　　　家族の介護を長年（5年以上）にわたり行い、その内容が優れており他の模範とすると認められた者。


※在職期間などの年数要件は、小諸市内の同一事業所及び団体に係る期間とします。

※表彰等候補者の推薦基準日は、当該年度の8月1日とする。

